
- 1 -

議案第６８号

取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例について

取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例

（平成１７年条例第９９号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成２８年１１月２９日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

取手市手数料，使用料における受益者負担のあり方に関する基本方針に基づき，公

平性・公益性の確保の観点から，老人福祉センターの使用料の額を見直すとともに，

現状に即して取手市立老人福祉センターの利用者の要件を整備するため，本条例の一

部を改正するものです。
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取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例

取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例

（平成１７年条例第９９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

別表を次のように改める。

改正後 改正前

(利用者) (利用者)

第 5 条 老人福祉センターを利用できる

者は，次に掲げる者とする。

第 5 条 老人福祉センターを利用できる

者は，次に掲げる者とする。

(1) (略) (1) (略)

(2) 高齢者クラブの会員その他高齢者

の福祉の増進に寄与すると認められ

る個人及び団体

(2) 高齢者クラブとしての利用者その

他の者で市長が適当と認める者

(3) その他市長が適当と認める者

2 (略) 2 (略)

(使用料) (使用料)

第 9条 (略) 第 9条 (略)

2 及び 3 (略) 2 及び 3 (略)

4 市長は，老人福祉センターの利用につ

いて，あらかじめ 10 回分の利用に相当

する額の使用料を徴収し，11 回分の利

用に相当する額の回数券を発行するこ

とができる。

4 市長は，老人福祉センターの利用につ

いて，あらかじめ 10 回の利用に相当す

る使用料を徴収し，11 回利用すること

ができる回数券を発行することができ

る。

5及び 6 (略) 5 及び 6 (略)
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別表（第９条，第１６条関係）

付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの

設置及び管理に関する条例の規定は，この条例の施行の日以後の申請に係る使用料

及び利用料金について適用し，同日前の申請に係る使用料及び利用料金については，

なお従前の例による。

区分
使用料

(１人１回につき)
回数券

市内居住者 ６０歳以上の者並び

に障害者及び付添人

入浴施設の利用を伴う場

合 ２００円
２，０００円

入浴施設の利用を伴わな

い場合 無料
―

上記以外の者 ３００円 ３，０００円

市外居住者 ６０歳以上の者並び

に障害者及び付添人
４００円 ４，０００円

上記以外の者 ６００円 ６，０００円

小学生及びこれに相当する者 入浴施設の利用を伴う場

合 ２００円
２，０００円

入浴施設の利用を伴わな

い場合 無料
―

未就学児 無料 ―


